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第 4 章　新市の施策

　　1．施策体系

　新市の将来像「『元気な大交流都市』　－公園都市・共生都市・快適産業都市へ－」を実現し

ていくため、以下のような施策の展開を図ります。

基本方針 施策の柱 基本施策

すべての人々が
豊かな生活を満喫できるまちづくり

子育て支援の充実

高齢者福祉の充実

障害者（児）福祉の充実

健康づくりの推進健康づくりの推進

保健サービスの充実

子育て支援の推進

母子・父子福祉対策の充実

保育機能の充実

生きがい活動支援の推進

高齢者の介護予防・生活支援の充実

高齢者福祉施設の整備

介護保険の充実

ノーマライゼーション*社会の確立

早期療育の推進

障害者(児)在宅福祉サービスの充実

（健康福祉）

生きがいと創造力を育み
豊かな心と人の和を広げる
まちづくり

生涯学習の充実

青少年の健全育成

文化・スポーツの振興

幼児・学校教育の充実 幼児教育の充実

学校教育の充実

生涯学習推進体制の整備

学習機会の拡充

青少年育成活動の充実

文化の振興

文化財の保存・継承

スポーツの振興

（教育文化）

快適で安全な
生き生きしたまちづくり

交通体系の整備

防災体制の整備

安全な市民生活の確保

都市空間の整備 都市環境の整備

水と緑による環境の整備

幹線道路の整備

生活道路の整備

公共交通の充実

防災活動の推進

災害対策の強化

治山・治水の推進

消防力の強化

交通安全の推進

防犯活動の充実

消費生活の充実

（快適安全）

安全な水道水の安定供給

* 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。
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基本方針 施策の柱 基本施策

自然と共生する
環境にやさしいまちづくり

環境の保全

下水道の整備

環境衛生施設の充実

循環型社会の形成 ごみ減量化・リサイクルの推進

地球温暖化対策の推進

自然環境の保全

地下水の保全

環境監視・観測

美しいまちづくりの推進

公共下水道の推進

廃棄物処理施設の充実

し尿処理の充実

火葬場等の充実

（環境共生）

活力に満ち
創造力にあふれるまちづくり

地域産業の振興

観光の振興

勤労者福祉の充実

新産業の創出 新産業の育成・支援

商工業の活性化

商業環境の整備

農業基盤の整備

農業の振興

森林資源の整備

観光資源の整備と活用

広域観光の推進

雇用環境の整備

（産業活力）

協働の精神に支えられた
みんなで進める連携と交流の
まちづくり

地域情報化の推進

交流事業の促進

行財政運営の効率化

市民参加によるまちづくりの
推進

自治会・コミュニティ活動の促進

ボランティア活動などの促進

広報・広聴活動の充実

男女共同参画の促進

地域情報化の推進

情報公開の推進

国際交流の推進

友好都市交流の推進

広域連携の促進

行財政改革の推進

健全財政の維持

（市民協働）


